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議案名  

 議案第 10号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の 

整理に関する条例案 

趣旨・目的 

 地方自治法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、関係する条例

中の文言整理を行うものです。 

概 要 

 地方自治法の改正により生じる引用規定の条ずれを修正します。 

 ※本改正は、法律改正に伴う条ずれの修正であり、条例の内容に変更は 

ありません。 

《改正する条例》 

(1) 桐生市水道事業の設置等に関する条例 

(2) 桐生市下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例 
 

(施行期日：令和 8年 9月 24日) 

背景・経過 

 第 33 次地方制度調査会の答申を踏まえ、地方自治法の一部を改正する法

律(令和 6年法律第 65号)が公布され、令和 8年 9月 24日に施行されます。 

 この度の地方自治法の改正により、公金の収納事務のデジタル化に係る規

定が追加されることに伴い、水道事業並びに下水道事業及び農業集落排水事

業の設置等に関する関係条例において、引用規定の繰下げが生じることか

ら、関係条例について、改正を行うものです。 

 

 


